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第86号議案一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
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1 改正の趣旨

国家公務員において、新型コロナウィルス感染症により生じた事態に対処した職員に係

る特殊勤務手当の特例措置が講じられたことを受け、本市職員にっいても国家公務員に準

じて特例の特殊勤務手当を支給しようとするもの。

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の改正の概要

2 改正の内容

職員が、新型コロナウィルス感染症から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行

われた措置に係る作業であって次の作業に従事したときは、感染症防疫等業務手当のうち

特例として定める額を支給する。

・感染区域及び感染区域から医療機関等への

移動時の動線上や車内

・医療機関から特定の場所への移動時の動線

上や車内

作業場所

3 手当額

作業1日当たり 3,

t・ーーーー
以下の作業に従事した場合には、作業1日あたり4,000円

・患者又はその疑いのある者に長時間にわたり接して行う作業 等

4 施行日

公布の日。ただし、国の特例措置に準じて令和2年1月27日に遡及して適用する。

【参考】従事実績

000円

・対象者に接して行う作業

・対象者が使用した物件の処理

・施設内における長時間の連絡調整

5

作業内容

・感染区域における消毒指導及び消毒

・感染者の隔酢施設内における対応(感染経路の聞き取り等)

医療機関から特定の場所への検査対象者の送迎

・感染区域からの感染者の搬送(感染者の身体に接触しない業務)

感染者の身体に接触して行う搬送時における触診又は救命措置

業務内容

※延べ人数は令和2年6月4日現在

等

44人

延べ人数

Ⅱ人

1人

18人

△,十

4人

10人



0一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

(平成13年長崎市条例第12号)

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例新旧対照表

附則

現行

附則

(感染症防

改正案

(委任)

9 附貝1曉5項から第1里ま工に定めるもののほか、こ

の条例の施行に関L必要な事項は、市長が定める。

9 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウ

イルス感染症を指定感染症として定める等の

和2年政令Ⅱ号)

等務手当の特例)

゛

下同じ)から市民の生命及び健康を保護するために

急に行われた措に係る作業であって市長が定め

るものに従事したときは、感染症防疫等業務手当を支

一

するこの場合において

項の規定は適用しない

10 前項の手当のは

1条に定tるものをいう以

000円(新型エロナウイルス感染症の患者若しくはそ

の疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に

長時間にわたり

準ずると二思める作業に従事した場合にあっては、400

0円)とする

令

8条及ひ

(委任)

附則第5項からⅡ

に'事した日 1日につき3

して行うイ

めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が定める。

13条

その他市長がこれに

1

10項まで( 8項を除く)に定

2

令


